
令和８年２月

取引業者　各位


国立大学法人室蘭工業大学


本学との取引に伴う誓約書の提出について(依頼)


時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素より本学の契約事務につきましてご理解とご協力を賜り、誠にありがとうございます。

本学では、平成26年2月18日付け文部科学大臣決定の「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン（実施基準）」が改正されたことに伴い、競争的資金を適正に管理するため、取引業者に対して不正な取引に関与しない旨を定めた誓約書等の提出を求めることとしております。
つきましては、別紙の「適正な取引に関する誓約書」に記入・押印の上ご提出いただきますようお願い申し上げます。
[bookmark: _Hlk125011363]なお、「適正な取引に関する誓約書」の文言加除訂正要望や取引基本契約等代替可能と判断できる措置の要望がある場合はその旨お申し出ください。
また、本誓約書は3年毎に提出を求めるものですので、以前提出されている場合でも改めての提出をお願い申し上げます。


補足事項
・押印は、誓約の権限をお持ちの方であれば、支店長等の代表者以外の方でも
構いません。
・押印後の誓約書をスキャンし、メールにてご提出いただいても結構です。
ご提出先メールアドレスはこちら　＞　youdo@muroran-it.ac.jp
なお、郵送でのご提出の場合、宛先は以下のとおりです。
　　〒050-0071　北海道室蘭市水元町27番1号
国立大学法人室蘭工業大学　経理課調達係　宛て



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	有効期限　令和10年度末




　　適正な取引に関する誓約書　


当社（当法人）は，室蘭工業大学との取引に当たり，以下の事項を遵守すること
を誓います。

１.貴学の契約関係規程等を遵守し、いかなる不正にも関与いたしません。
２.貴学の内部監査等調査で必要な場合は、取引帳簿の閲覧・提出等に協力
いたします。
３.貴学との取引において関係規程等に反する行為があると認められた場合
には，取引停止を含むいかなる処分を講じられても異議はありません。
４.貴学の教職員等から不正な行為の依頼等があった場合には、直ちに貴学
　へ通報いたします。


　　　　　年　　月　　日


室蘭工業大学　学長　殿


　　　　　　　　　　　　　　　　（社名）
　　　　　　　　　　　　　　　　（代表者役職・氏名）　　　　　　　　　　印



